
事業名

事業主体

対象者

対象工事

カテゴリー

概要

補助対象要件

補助金額等

補助申請期間

その他

ホームページ

お問合せ先

    　東日本大震災

　  被災者向け
　その他

七ヶ宿町　総務課　０２２４－３７－２１１１

自然災害により被災した町民が所有する住宅の修繕工事に係る経費の一部に対し補助金を交付する。

①町民が町内に所有する個人住宅及び併用住宅であって自然災害により被

　 害を受けたもの

②災害救助法及び被災者生活再建支援法の適用を受けたもの

③貸家、アパート等は対象外

補助対象金額の３０％に相当する額、１０万円を限度とする。

大雨、暴風、水害、豪雪、地震、落雷等で、町長が認めた自然災害があった時

　　バリアフリー化 　　省エネ化 　　環境対策
       移住定住・

       子育て等支援
　　空家等対策

個人(持ち家) 個人(賃貸) 事業者

新築(建設) 改修・増築 購入

七ヶ宿町１

被災住宅修繕工事費補助金

七ヶ宿町



事業名

事業主体

対象者

対象工事

カテゴリー

概要

補助対象要件

補助金額等

補助申請期間

その他

ホームページ

お問合せ先

    　東日本大震災

　  被災者向け
　その他

　七ヶ宿町　農林建設課　０２２４－３７－２１１５

・参勤交代の面影を残すかやぶき屋根の改修、高気密高断熱、太陽光・蓄電池、エコキュート設置等につい

てを補助金を交付する。

　（１）　補助金申請時に町の住民基本台帳に記載されていること。

　（２）　補助対象となる住宅を町内に所有し、かつ、居住していること。

　（３）　申請時に町税等を滞納していないこと。

　（４）　町が実施する住宅に関しての助成金及び補助金の交付を受けていないこと。

　（５）　町で定める、住宅の外観に関する基準を概ね満たす住宅であること。

　街なみ景観審査会の承認を得たものが補助対象。

毎年４月～２月まで受付

　　バリアフリー化 　　省エネ化 　　環境対策
       移住定住・

       子育て等支援
　　空家等対策

個人(持ち家) 個人(賃貸) 事業者

新築(建設) 改修・増築 購入

七ヶ宿町２

街なみ景観整備事業

七ヶ宿町



事業名

事業主体

対象者

対象工事

カテゴリー

概要

補助対象要件

補助金額等

補助申請期間

その他

ホームページ

お問合せ先

    　東日本大震災

　  被災者向け
　その他

　七ヶ宿町　農林建設課　０２２４－３７－２１１５

・町では、町民の方がいつまでも安心して生活できるよう新築住宅や、移住を目的として町内に住宅を新築し

た方、二世帯住宅へリフォームする場合、空き家の有効活用のためのリフォーム・解体・生活用品処分等に対し

て助成を行います。

・交付対象となる経費

・新築住宅及び改修(増築及び改築に限る。) ３００万円に満たない場合、費用の１/２

・空き家改修（空き家のリフォーム） １００万円に満たない場合、費用の１/２

・空き家の環境整備（空き家の解体） １００万円に満たない場合、費用の１/２

・家財の処分（空き家の生活用品の処分） １５万円に満たない場合、費用の１/２

毎年４月～２月まで受付

　　バリアフリー化 　　省エネ化 　　環境対策
       移住定住・

       子育て等支援
　　空家等対策

個人(持ち家) 個人(賃貸) 事業者

新築(建設) 改修・増築 購入

七ヶ宿町３

住みたい「住宅」応援事業

七ヶ宿町


